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南会津町総合政策課　　電話：0241-62-6210 ／ FAX：0241-62-1288

【
南

会
津
町

】

空
 
き

 
家

バ
 
ン

 
ク

情
報

提
供

(
町

Ｈ
Ｐ

等
)

空 き 家 の 所 有 者 （ 売 り た い ・ 貸 し た い 方 ）

空 き 家 の 利 用 希 望 者 （ 買 い た い ・ 借 り た い 方 ）

【
南

山
匠

の
会

】

　
⑨

 
仲

介
宅

建
業

者
（
担

当
者
）

の
調

整
　

⑩
 
契

約
の

仲
介

・
連
絡

調
整

協 　 定

➋
 
登
録

の
申
請

 【
提

出
書

類
】

 ・
様

式
第

１
号

 ・
様

式
第

２
号

 ・
身

分
証

明
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 ・
登

記
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項
証
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 ・
固

定
資

産
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税
明
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③
 
内
覧

希
望
日

の
連

絡

　
町

は
、
登

録
物

件
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情
報
提

供
や

必
要

な
連

絡
調

整
ま
で

を
担

い
、

所
有

者
と

利
用
希

望
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間
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交
渉

・
契

約
に

関
す
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仲
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は
、
仲

介
業
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「

南
山

匠
の

会
」
を

介
し

て
行

わ
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ま
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。

　
ま

た
、
契

約
後

の
ト

ラ
ブ
ル

等
に

つ
い

て
も

、
当

事
者
間

で
解

決
し

て
い

た
だ

き
ま
す

。

　
登

録
物
件

の
情

報
は

所
有
者

の
申

請
に

基
づ

い
て

提
供
し

て
い

ま
す

が
、

現
状

と
異
な

る
場

合
も

あ
り

ま
す

の
で

、
必
要

に
応

じ
て

関
係
者

と
と

も
に

内
覧

（
現

地
立
会

）
を

し
て

く
だ

さ
い

。

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
で

公
開

し
て

い
る

情
報
以

外
の

問
い

合
わ

せ
に

は
応
じ

ら
れ

ま
せ

ん
。
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所

有
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に
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す

る
情

報
や

、
登
録

物
件

の
所

在
地
な

ど
。
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⑧
 
状
況
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・
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果
）

➌
 
空

き
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事

前
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（

現
地

立
会
）

➍
 
登

録
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了
通
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➊
 
登

録
の

相
談

①
 
利
用

登
録
の

申
請

 【
提
出
書

類
】

 ・
様
式
第

７
号

②
 
利
用

登
録
完

了
通

知

⑤
 
交
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契
約

の
申
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提
出
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】
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式
第

１
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１
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戸
籍
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納
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④
 
内
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立
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）

⑥
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介

に
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行

⑦
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介
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険
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迫
し
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い

る
と

認
め
る

と
き

管
理
不

全
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特

定
）

空
家
等

に
該
当
し

な
い
、

影
響
が

小
さ
い

場
合

空
き

家
等

の
把

握
（
地
域

住
民
か

ら
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報
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供

、
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有
者
等

か
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談

等
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経
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・
情

報
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正
管

理
・
利
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用

等
）
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不
全

空
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有

者
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の
調

査
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提
供

・
助

言
等

（
空
家

法
第

1
2
条
）

特
定

空
家

等

助
言

・
指

導
（
空
家

法
第
2
2
条
第
１

項
）

勧
　

告
（
空
家

法
第

2
2
条
第

２
項
）

命
　

令
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空
家

法
第

2
2
条
第

３
項
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告

行
政

代
執

行
（
空
家

法
第
2
2
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第
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略
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代
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行
（
空
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法
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1
0
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所
有

者
等

を

特
定

で
き

な
い

空 き 家 等 審 議 会

緊 急 安 全 措 置

現
地

調
査

（
外
観

目
視
調

査
等

）

管
理

実
態

な
し

財 産 管 理 人 制 度

（ 空 家 法 第 1
4
条 ）

地 域 住 民 等 に 危 害 が 及 ぶ お そ れ

（ 迅 速 な 措 置 が 必 要 ）

財
産

管
理

の

必
要

性
あ

り
改
善

さ
れ

ず
、

放
置

す
れ

ば

特
定

空
家

等
に

該
当

す
る

と

認
め

ら
れ

る
も

の
（
空
家
法
第

13
条

関
係
）

諮
問

・
答

申
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近年、空き家等が適正に管理されないまま放置され、倒壊や防犯、安全、景観などの面から、地域

住民の住環境に悪影響を及ぼしています。 
町は、このような状況を改善防止するため、空き家等の所有者又は管理者の責務の明確化、危険空

き家等の除却に対する支援、空き家バンク制度の運用による空き家等の有効活用などに取り組んでき

ました。 
「南会津町空家等対策計画」は、これまでの空き家等対策の実績や課題、関係法令等の改正などを

踏まえて内容を見直し、より実効性のある空き家等対策を総合的に推進していきます。

計画の目的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【概要版】南会津町空家等対策計画（令和８年４月改定）
令和８年度～ 
令和１２年度

空家等の状態

 区　分 状　態　の　例

 良好 
 
 
 
 
 

不良

空
き
家
等
（
空
家
等
）

管理されている空き家
◆ 定期的又は適正に管理されている状態 
◆ 修繕の必要がない状態

 管理不全空家等
◆ 窓ガラスの破損や雑草の繁茂など、修繕や改善が容易で

あるが、定期的に管理されていない状態

 特定空家等 
（危険空き家）

◆ トタンや外壁のはく離、屋根の軒折れなど、修繕や改善

にある程度の費用が発生するまで管理されていない状態 
◆ すでに倒壊している状態

【空家等活用促進区域】とは 
　地域の拠点（中心市街地・住宅団地など）に空家等が

集積することによる地域の本来的機能の低下や、空家

等の活用時における建築基準法等の規制の障害などを

解消するために、必要に応じて町長が指定する区域

 
町内全域を対象地区とし、空き家等に関する 

対策を重点的に進める必要がある場合は、 
「空家等活用促進区域」の設定を検討

計画の対象地区

計画の対象

空　家　等 
（空家法第２条第１項）

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされて 
いないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する 
物を含む。）

特 定 空 家 等 
（空家法第２条第２項）

次のいずれかの状態にあると認められる空家等 
①そのまま放置すれば倒壊するなど、著しく保安上危険となるおそれのあ 

る状態 
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である 

状態

空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば 
特定空家等に該当することとなるおそれのある状態

管理不全空家等 
（空家法第13条第１項）
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（
管
理
不
全
空
家
化
の
懸
念
） 

当
事
者
意
識
が
な
い

（
将
来
的
な
空
き
家
化
の
懸
念
） 

高
齢
者
の
単
身
世
帯

当
事
者
意
識
が
あ
る

情
報
の
不
足

経済的な要因 
（除却したいが資金不足）

地理的・自然環境的な要因 
（山間部・豪雪地帯特有の維持管理）

高齢化・世代交代による不安 
（将来的な維持管理への不安）

維
持
管
理
継
続
へ
の
不
安

空き家等は、所有者等の責任において管理されるべきものであり、周辺の生活環境に悪影響を

及ぼさないよう、適正な管理に努めなければなりません。 
このことを第一義的として、次の項目を基本方針とします。

◆ 危険空き家等の除却 
◆ 除却に対する助言等

特定空家等 
（危険空き家等）の解消

空き家等の 
適正管理の推進

◆ 空き家等の適正管理に向 
けた周知・啓発 

◆ 連携した空き家等の適正 
管理の体制構築 

◆ 所有者等の意向の把握

空き家等の 
利活用の推進

◆ 空き家バンクの運用 
◆ 空き家バンク利用者への助成 
◆ 住宅施策としての検討 
◆ 地域コミュニティ施設としての 

検討 
◆ 空き家等や跡地の利活用の検討

 
・空き家全戸調査、通年の個々の調査業務に基づきデータを更新 
・空き家等の所在地、建物などの状況、所有者等に関する情報や相談対応、措置の経過などを記録

空き家台帳管理システム

 
空き家等の状況及び周辺地域に及ぼす影響を総合的に勘案した対応方針を調査・審議するとともに、

必要に応じて次の意見を求めます。 
◆ 空家法に基づく勧告、命令、戒告、代執行に関すること。　◆ 空家等対策計画に関すること。

南会津町空き家等審議会

 
通常業務による通年の調査、空家等対策計画の改定期の全戸調査のほか、所有者等調査を随時実施

空き家の継続的な調査

 
・多岐にわたる課題解決のため、相談窓口を総合政策課に設置して「ワンストップ対応」を基本 
・相談内容に応じて担当部署と連携するほか、専門的知識を要するときは空き家等審議会と連携

相談窓口の設置
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新たな対策

【空家等管理活用支援法人制度】 

・NPOや民間企業などの法人を支援

法人に指定することで、公的立場

で活動しやすい環境を整備 
・制度の効果などを見極めながら、

導入を検討

【相続登記の義務化】 

空き家の利活用や不動産

取引などで支障がでない

よう、不動産を取得した

相続人による相続登記の

義務化を周知

【住まいの終活】 

住まいの「仕舞う（除却）」

「活かす（利活用）」に関

する情報を、ホームペー

ジやリーフレットなどで

広く周知

対策の基本方針 具体的な対策

■ 「空家等の不良段階判定基準表」により、評

点100点以上の危険空き家等の除却を支援 
■ 除却支援を受けるための管理放置（モラル

ハザード）を考慮し、相談の記録や経過など

を把握 
■ 所有者意識の醸成や資金調達に関する情報

提供

【地域住民の安全・安心なくらしを確保】 

◆ 危険空き家等の除却支援 

◆ 除却に対する助言等 

基本方針③ 特定空家等の解消

■ 利活用可能な空き家は「空き家バンク」への

登録を働きかけ 
■ 登録した空き家は、随時ホームページに掲

載して広く紹介 
■ 南会津町定住促進すまいる補助金で、空き

家の取得、取得後の改修を支援 
■ 住宅の確保が難しい「住宅確保陽配慮者」向

けの賃貸住宅などの利活用を検討 
■ 地域活性化につながる交流拠点やイベント

スペースとしての利活用 
■ 駐車場や降雪期の雪押し場など、所有者等

や地域住民の意向を確認した利活用の検討

【空き家等・跡地の利活用】 

◆ 空き家バンクの運用 

◆ 空き家バンク利用者への助成 

◆ 住宅施策としての検討 

◆ 地域コミュニティ施設としての検討 

◆ 空き家等の跡地の利活用の検討 

基本方針② 利活用の推進

■ 相談会や広報誌、ホームページなどの媒体

で周知・啓発 
■ 「空き家等の適正管理は所有者の責務」を意

識づけるため、個別文書やリーフレットな

どで周知・啓発 
■ 空き家等の適正管理に関する協定締結事業

者の紹介 
■ 降雪期の維持管理に対応する事業者の紹介 
■ 利活用や除却等の情報提供

【管理不全空家等の発生を予防】 

◆ 適正管理に向けた周知・啓発 

◆ 連携した適正管理の体制構築 

◆ 所有者等の以降の把握 

基本方針① 適正管理の推進


